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役割と位置づけ

本計画は、以下の役割を担い、浜松市都市計画マスタープランの一分野として策定します。

●将来都市構造を支える交通体系の構築
・広域圏を結ぶ国土軸と市内の各拠点を

ネットワーク化
これにより、
◆広域圏域との経済・文化活動の連携を促進
◆市内外の活発な経済活動を促進
◆市民交流活動を促進
します。

目標年次と対象区域

はじめに

本市では、都市の姿などの変化及び交通の問題に対応するため、総合的な観点から各交通手段を一体
的に捉え、『目指す将来の交通の姿』を実現するための長期にわたる計画として、浜松市総合交通計画
を2010（平成22）年に策定しました。

その後、東北地方太平洋沖地震（2011（平成23）年3月）の発生や人口減少社会の到来など社会経
済情勢の変化による新たな交通課題に対応するため、「交通施策及びアクションプログラム」を見直し
た浜松市総合交通計画増補版を2015（平成27）年7月に策定しました。

今回、計画の目標年次の中間年を迎え、関連計画の変更や近年の公共交通を取り巻く環境など、社会
経済情勢の変化を踏まえ、最新の地域特性に対応した総合交通計画とするべく、浜松市総合交通計画の
見直しを行うものです。

目標年次は、概ね10年後となる2030（令和12）年とします。
目標年次（2030年）における将来人口は、「76.8万人」を想定します。
計画対象区域は、「市全域」とします。

計画の構成

交通の現況及び将来の課題

●現況から見た課題
●将来の変化への対応から見た課題
●上位計画に基づく都市の将来像の実現
●交通課題のまとめ

第１章

目指す将来の交通の姿

●将来の交通を考える視点
●目指す将来の交通の姿－交通ビジョンの設定－
●交通ビジョンが目指す「くらし」のイメージ
●将来の交通の指標と目標

第２章

基本となる交通の方針 ●公共交通 ●道路 ●都心交通第３章

１
交通施策の推進

●「５つのくらし」を実現する交通施策
●重点施策
●施策の展開（アクションプログラムの策定）
●公共交通の運行に関する基準・ルール
●施策の評価
●アクションプログラムの見直し

第４章

序章

浜松都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

（都市計画法第6条の2）

総合都市
交通計画

浜松市都市計画マスタープラン
浜松市立地適正化計画

まちづくりと連携し、地域全体を見渡した面的な公共交通網を
再構築するための、公共交通のマスタープラン

即す

個別計画
(環境、観光等)

整合・連携整合・連携

浜松市総合計画

即す

浜松市地域公共交通網形成計画

即す

即す

浜松市の目指すべき将来都市像の実現を支える交通に関する
「あるべき姿」とその実現に向けた「取り組み」を示すもの

浜松市総合交通計画
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図 計画の位置づけ
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引き続き、混雑区間を解消し、安全で
快適に移動できる道路ネットワークを
形成していく必要があります。

《過度な自動車利用の抑制による交通環境の改善》

《持続可能な公共交通とするための交通ネットワークの形成》

都市の郊外化を背景とし、自動車利用は
増加傾向にあり、徒歩、公共交通などの
利用は減少傾向にあります。

路線バスの利用者は、近年は横ばいです
が、1975（昭和50）年からは、約3分
の1まで減少しています。

《快適に移動できる交通ネットワークの形成》

道路の混雑状況をみると、混雑度1.00
未満の割合が増加しており、幹線道路の
混雑緩和が図られてきていると推察され
ますが、一方で、混雑度1.00以上の路線
も存在しています。

過度な自動車利用を抑制し、道路混雑
の解消、交通安全の向上、公共交通の
維持などに取り組む必要があります。

利用者ニーズを的確に把握し、これに
対応するバス活性化策や交通ネットワー
クの形成に取り組む必要があります。

現況から見た主な課題

《バスサービスの見直し・代替手段の検討》

路線バスの運転手数は減少しており、
バス運転手不足を理由とした郊外部での
路線バスの減便等が発生しています。

利用水準に合わせたメリハリある路線
バスサービスの見直しや、地域バスや
公共交通空白地有償運送に加えて、新た
な公共交通の検討に取り組む必要があり
ます。

図1-1 代表交通手段分担率の推移

図1-2 鉄道、バス利用者の推移

図1-3 バス会社の運転手数（合計）

図1-4 道路混雑度の割合

資料：遠州鉄道(株)、秋葉バスサービス(株)、浜松バス(株)提供データを基に作成

資料：浜松市統計書、浜松市資料を基に作成

資料：第1～4 回西遠都市圏PT 調査を基に作成
※平成30 年は推計値(第4 回西遠都市圏PT 調査の平成19年値を平成30 年の夜間人口等で補正)

第１章

混雑度 状況

1.0未満
昼間12時間を通して、道路
が混雑することなく円滑に
走行できる。

1.0～1.25
未満

昼間12時間のうち道路が
混雑する可能性がある時間
が1～2時間ある。

1.25～
1.75未満

ピーク時間を中心として
混雑する時間帯が加速的に
増加する可能性が高い。

1.75以上 慢性的混雑状態を呈する。

資料：H17・H22・H27道路交通センサスを基に作成、道路の交通容量（社団法人道路協会、昭和59年）
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《高齢化の急激な進展への対応》

《新たな技術の進展》

《安全で移動しやすい都心の回遊環境の構築》

• 本計画は、浜松市総合計画に即して策定する浜松市都市計画マスタープランの一分野となります。

• このため、本計画は、これらが定める都市の将来像の実現を目指します。

将来の変化への対応から見た課題

上位計画に基づく都市の将来像の実現

多くの人々が集まる浜松駅周辺から都心
全体への回遊を促すために、都心内の通
過交通の抑制や、歩行空間の連続性の確
保、快適性を向上させる必要があります。

図1-5 中心市街地歩行者交通量調査（休日、主要25箇所）

資料：浜松市中心市街地歩行量調査を基に作成

都心では、循環まちバス「く・る・る」
が運行を終了し、中心市街地の休日歩行
者数は、2002（平成14）年と比較して
減少傾向にあります。

一方で、浜松駅への来訪者や駅周辺の
居住人口は増加傾向にあります。

増加する高齢者をはじめ、交通弱者の
移動を支える交通環境を創出する必要が
あります。

人口が減少していく中で、高齢者の人口
は増加傾向にあり、概ね25年後には、
全人口に占める65歳以上人口の割合
(高齢化率)は37.6％となることが予測
されています。

図1-7 人口及び高齢化率の推移

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所市町村別将来人口推計値（2018（平成30）年3月推計値）
を基に作成

近年、国内外では MaaS（Mobility as a 
Service）、ICT等の新たな技術を用いた
交通サービスが進展しています。

図1-8 MaaSサービスの概要

資料：新たなモビリティサービスの推進について（国土交通省総合政策局公共交通政策部）

図1-6 中心市街地の居住者数

資料：中心市街地活性化計画を基に作成

本市においても、このような新たな技術
を活用し、既存の交通サービスをつなげ
て、利便性が高く、効率的で持続可能な
交通サービスの導入が求められています。
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将来の交通を考える8つの視点

①コンパクトでメリハリ

の効いたまちづくり

②市内外の活発な交流の

促進

③ものづくり都市の創造

と多様な観光資源の
バックアップ

④都心と拠点に集積する

都市機能の有効活用

⑤防災や交通安全に配慮

した、安全で安心して
暮らせるまちづくり

⑥すべての人が暮らし

やすい社会づくり

⑦グローバルな視点から
求められる地球環境へ
の配慮

⑧持続的かつ健全な都市

経営を実現する都市の
コンパクト化

・郊外に広がる市街地や

施設立地への対応

交通の課題

現況

・財政的負担の小さい

都市構造の実現

・過度な自動車利用の

抑制と徒歩、公共交通

などへの転換

・安心、安全な歩行及び

自転車通行環境づくり

・産業や観光の振興、

交流や連携の促進

など

・人口減少への対応

・急激な高齢化への対応

・地球環境問題への対応

・大規模災害への対応

・市民の将来の交通

ニーズへの対応

・新たな技術への対応

・市民協働で築く

「未来へかがやく

創造都市・浜松」

・多彩に輝き、持続的に

発展する都市

・拠点ネットワーク型

都市構造

将来

都市像

4

目指す将来の交通の姿  交通ビジョンの設定 

目指す将来の交通の姿第２章

交通の課題から導き出した「将来の交通を考える8つの視点」をもとに、「目指す将来の交通の姿」
となる交通ビジョンを設定します。

交通ビジョンは、従来のような交通手段別の目標を示すのではなく、「将来の交通」が市民や来訪者
などの日常生活や産業経済活動などの様々な場面で役立つものにしていくため、市民の「くらし」を
キーワードとして設定します。
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豊かな暮らしを支えるため、子供から高齢者まで誰もが、勤務先、学校、病院、商業施設などへ公共交通、自転
車、徒歩を組み合わせて行きやすくする。

快適な都市活動を支えるため、人を中心に考えた空間により、道路や駅、バスターミナルなどで、誰でも円滑に
移動しやすくする。

バスの走行性を向上させるため、幹線道路の渋滞を少なくする。また、自転車や歩行者の快適性を向上させ、
幹線道路や鉄道沿線の生活環境を保全する。

公共交通を持続可能なものとするため、乗務員を確保することや、MaaSや自動運転など新しい技術によって
維持する。

交通ビジョンが目指す「くらし」のイメージ

「交通ビジョン」が目指す交通の姿を、市民や来訪者などの日常生活や産業経済活動などの５つの
「くらし」の場面として設定するとともに、それぞれのイメージを示します。

国内外の多くの地域と広範な市内を円滑に結び、効率的に物を運びやすくする。

様々な物品を、店舗、企業、消費者のニーズに合わせて送り、届けやすくする。

業務で移動する人を、効率的かつ円滑に目的地へ到着しやすくする。

バスレーンやバス優先信号に
よって、遅延がなく、速達性の
高いバスサービスを提供

施策イメージ

鉄道駅に、バスや自転車、クルマ
など、様々な手段で、アクセス
できる環境を整備

施策イメージ

路線バスがない中山間地に、買物
や通院等の生活を支える公共交通
を導入

施策イメージ

クルマと自転車と区分された幅広
な歩道を整備し、樹木の下に休憩
スペースを設置

施策イメージ

交差点の混雑緩和のために、右折
レーンの設置や信号制御の最適化等
の交差点改良を実施

施策イメージ

工場や配送センター等、高速道路沿道施設へのアクセス
向上のために、スマートインターチェンジを整備

施策イメージ

施策イメージ

踏切での渋滞緩和・事故削減のため
に鉄道を高架化

日ごろの市民生活における移動が手軽な「くらし」

活発な産業・経済活動に支えられた豊かな「くらし」
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活発な交流を支えるため、都心や拠点まで行きやすくする。

広範な市域に広がる主要な観光地を、様々な交通手段で周遊しやすくする。

市民と行政の協働により、浜松の風景を楽しめる沿道・沿線景観を創っていく。

環境負荷の小さい「拠点ネットワーク型都市構造」の実現を目指し、交通ネット
ワークの形成を進めていく。

市民と行政の協働により、地球環境の保全への意識を啓発し、交通手段の転換を
図る。

災害に強いまちづくりを進めるため、避難路や緊急輸送路、復興支援の役割を担う道路を整備・保全し、ネット
ワークの強化を図る。

災害の拡大を防ぐため、広い幅員を持つ道路を整備し、狭い道路を拡幅する。

道路を安全に通行できるように、道路施設の長寿命化などで、道路を適切に維持管理する。

身近な道路空間の安全性を向上させるため、交通事故の発生を抑制する道路整備や交通安全意識を啓発、過度な
自動車依存からの脱却として公共交通等の利用促進を図る。

施策イメージ

観光地周辺の鉄道駅に、観光タクシーや
レンタサイクルを導入

観光バスで中心地に、ダイレクトに
アクセスできるターミナルを整備

施策イメージ

施策イメージ

魅力的な自然景観、案内表示設置や休憩施設
設置により、快適なサイクリング環境を整備

山間部の法面保護により、緊急輸送
道路の土砂崩れを防止

施策イメージ

歩行者の安全を確保するため、路肩
のカラー舗装や、ハンプ設置等の
生活道路対策を実施

施策イメージ

イベントやキャンペーンでバスをPR
することで、バス利用を促進

施策イメージ

子供へのバスの乗り方やマナー等の
体験学習により、バスを身近に感じ
ることで、将来的な利用を促進

施策イメージ

施策イメージ

高齢者向けのバスの乗り方教室で、免許返納
後の高齢者をサポート

交流や観光が盛んなにぎわいある「くらし」

災害に強く、交通事故の無い安全・安心な「くらし」

地球環境にやさしい「くらし」
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交通ビジョンが目指す
「5つのくらし｣

指標・目標・現況
SDGｓとの

関連

日ごろの
市民生活における

移動が手軽な「くらし」

【指標】公共交通の年間利用者数
【目標】5,562万人
【現況】5,196万人（2017（平成29）年度）

活発な産業・経済活動に
支えられた

豊かな「くらし」

【指標】混雑度（1.00以下の路線の割合）
【目標】88%
【現況】81%（2015（平成27）年度）

交流・観光が盛んな
にぎわいある「くらし」

【指標】年間観光入込客数
【目標】2,200万人
【現況】2,135万人（2017（平成29）年度）

【指標】休日の都心主要25地点の歩行者通行量
【目標】251,000人
【現況】228,134人（2019（令和元）年度）

災害に強く、
交通事故の無い

安全・安心な「くらし」

【指標】年間交通事故死者数
【目標※】17人以下
【現況】16人（2019（平成31）年1月～2019（令和元）年12月）

【指標】年間交通事故件数
【目標※】6,000件以下
【現況】6,582件（2019（平成31）年1月～2019（令和元）年12月）

地球環境に
やさしい「くらし」

【指標】運輸（自動車・鉄道）における二酸化炭素排出量
【目標】1,209千t-CO2

【現況】1,349千t-CO2（2016（平成28）年度）

将来の交通の指標と目標

「交通ビジョン」が目指す5つの「くらし」の実現により、「将来の交通」が市民や来訪者などの
「くらし」に役立つものとなっているかを示す指標と目標を設定します。

この指標と目標の体系は、「目標年次時点における計画全体を対象とする指標と目標」と「目標年次
途中時点における５つの『くらし』ごとの指標と目標」により構成することとします。

この構成により、目標年次途中の目標達成の状況から計画の進捗を確認し、以降は目標年次へ向けた
計画の推進を図ることとします。

表2-1 目標年次時点における計画全体を対象とする指標と目標

表2-2 目標年次途中時点（2025（令和7）年度）における５つの『くらし』ごとの指標と目標

※年間交通事故死者数と年間交通事故件数の目標値は、第10次浜松市交通安全計画（平成28年度～令和2年度）に基づき
設定しているため、今後次期計画の策定にあわせて更新する。

《計画の目標》 （目標年次：2030（令和12）年）

《『くらし』やすさ、『住み』やすさの向上》

【指 標】混雑度（1.00以下の路線の割合）

【目 標】92％

【現 況】81％（2015（平成27）年度）

【指 標】都心まで30分圏域

【目 標】2007（平成19）年度より5％拡大

【現 況】 － （2019（令和元）年度）

【指 標】二酸化炭素排出量

【目 標】1,120千t-CO2

【現 況】1,349千t-CO2（2016（平成28）年度）

《使いやすく、地域が支える公共交通への転換》

【指 標】公共交通の年間利用者数

【目 標】5,790万人

【現 況】5,196万人（2017（平成29）年度）

【指 標】公共交通の代表交通手段分担率

【目 標】5.0％

【現 況】4.3％（2018（平成30）年度の推計）

【指 標】公共交通機関の利便性に関する市政満足度

【目 標】30.0％

【現 況】15.6％（2019（令和元）年度）
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基本となる交通の方針第３章

基本となる交通の方針

「交通ビジョン」が目指す「5つのくらし」の実現に向けて、「基本となる交通」の方針を示します。
ここで、「基本となる交通」としては、以下のように「5つのくらし」と関連が強い「公共交通」

「道路」「都心交通」とします。

図3-1 「交通ビジョン」が目指す「5つのくらし」と「基本となる交通」
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公共交通ネットワーク

○公共交通サービス

浜松市の魅力を高める、使いやすい公共交通ネットワーク・
市民の生活を支えるために必要な公共交通サービスの提供

地域特性に対応した公共交通サービスを提供します。
市民や来訪者が公共交通を使いやすいと感じる公共交通サービスを提供します。
公共交通を必要とする市民の移動ニーズに対応したサービスを提供します。

○公共交通の運営、維持、管理する仕組み

地域が主役となって育てる、持続可能な公共交通
地域、交通事業者、浜松市の３者が協力し、地域の特性に合った公共交通となるように協力していきます。

基本方針

図3-2 公共交通ネットワークのイメージ

• 駐車場や駐輪場などを設置し、自動車や自転車
から鉄道や路線バスなどに円滑に乗り換える
ことが可能なターミナル

＜ミニバスターミナル＞

《イメージ》

• バスターミナルやタクシーベイなどを設置し、
路線バスから鉄道など、公共交通機関相互で
円滑に乗り換えることが可能なターミナル

＜乗り継ぎターミナル＞

《イメージ》

【市街地・市街地外】 【中山間地】

都心や拠点及び居住地を地域の特性に応じたサービスレベルで結ぶことで、効率的なネットワーク
を形成し、市民生活を支える公共交通サービスを維持することを目指します。

交通結節点は、単なる乗り換えだけでなく、乗り換えの際に買物や行政サービスを受けられる等、
生活と一体化した拠点となることを目指します。

• 市内外から訪れた人が円滑に目的地に行け
るよう、わかりやすい情報提供や乗り継ぎ
しやすい移動を実現することが可能なター
ミナル

＜総合ターミナル＞

《イメージ》

• 基幹路線、準基幹路線ではカバー
できないが、市民が居住する地域
を支えるために必要な路線

＜地区内交通＞

○市街地・市街地外

タクシー

○中山間地

地域バス

NPOタクシー

路線バス

• 生活拠点、産業拠点などの拠点を結
び、基幹路線に準ずる輸送力、サー
ビスレベルを持つ路線

＜準基幹路線＞

路線バス鉄道

• 都心と主要な拠点を結び、高い輸送力、
サービスレベルを持つ路線

＜基幹路線＞

路線バス

鉄道路線バス



広域の移動を支える
周辺地域とのネットワークを形成し、広域連携の向上を図ります。

将来都市構造を支える
都心と各拠点及び拠点相互を結ぶ道路ネットワークを形成します。

公共交通ネットワークを支える
公共交通の定時性、速達性の向上のため､円滑に､混雑なく公共交通が走行できる空間を確保します。

安全・安心な移動を支える
交差点改良や生活道路安全対策、自転車通行空間の確保により、交通事故の削減に取り組みます。
南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、市民の命を守る強靭な道路ネットワークを形成します。

産業経済活動や観光を支える
産業経済活動や観光目的での広域的な移動を支える道路ネットワークを形成します。

10

道路ネットワーク

基本方針

広大な市域のネットワーク化や将来の都市構造の形成などに対応するため、3つの高規格幹線道路、
5つの環状道路、11の放射道路により主要幹線道路の道路ネットワークを設定します。

図3-3 道路ネットワークのイメージ

※［環－①：環状1号線、放－②－Ａ：放射2号線〔Ａ〕を示す］

• 市外の都市機能集積地や富士山静岡空港、
御前崎港などの国内外へのゲートウェイへ
のアクセス性を向上させ、観光振興や物流
の効率化などを図るための高速道路及び
自動車専用道路

＜高規格幹線道路＞

• 公共交通の定時性、速達性を向上させるため、放射道
路に集中する自動車交通を環状方向へ分散させる道路

• 都心の自動車交通の整流化を図るため、都心を通過す
る自動車交通を分散させる道路

• 拠点、インターチェンジ、観光地、商工業集積地など
を環状方向に結ぶ道路

＜環状道路＞

• 都心を中心に拠点、インターチェンジ、観光地、
商工業集積地などを放射方向に結ぶ道路

＜放射道路＞
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多様な交通手段のサービスレベルが向上した移動しやすい都心交通
都心内を移動しやすくし、人や者の動きを活発化させるため、回遊、交通結節点、アクセス機能の視点
で交通サービスレベルの向上を図ります。

都心交通

基本方針

図3-5 都心交通の基本方針と方向性

図3-4 都心の範囲

都心エリア 都心環状線（破線は未整備） 歩行者優先エリア 憩いの空間の創出

回 遊

都心の魅力溢れる空間や各施設をめぐる際に、ユニ
バーサルデザイン化された歩行空間で、「安全・
安心・快適」に回遊することができる。
公共空間を利活用し、回遊しやすい空間が都心エリ
ア内に張り巡らされ、都心エリア内の回遊性の向上、
にぎわい空間を創出する。

交通
結節点

都心内々を移動する「回遊」と都心内外を移動する
「アクセス」を結ぶ交通結節点において、「安全・
安心・快適」に乗り換えることができる。
人を中心とした都市空間の創出と様々な交通手段の
連携によりスムーズに乗り換えることができる。

アクセス

公共交通が優先され、定時性、速達性、運行頻度が
高い公共交通を利用して「安全・安心・快適」に
アクセスすることができる。
都心の自動車交通を整流化することで、円滑にアク
セスすることができる。

表3-1 基本方針に基づく都心交通の方向性

都心交通の基本方針を実現するため、都心に関する「移動しやすさ」の観点において「回遊」「交通
結節点」「アクセス」の３つの交通行動をもとに都心交通の方向性を設定しました。

これら３つの交通行動の取り組みが「都市機能の集積」や「にぎわいの増加」に対する支援として
実施されることで、歩行者や土地利用の状況を好転させることにつながります。これにより「都心づく
りの基本方向」を実現します。

○都心居住の促進 居住人口の増加
○事務所・店舗の立地促進の増加 等

1) 多様な高次都市機能の集積と連携強化による賑わいと活力ある都心づくり
2) 多様な資源を活かして新たな価値や交流を生み出す都心づくり
3) 創造都市の顔として魅力的な空間形成による歩きたくなる都心づくり
4) みどりによる魅力ある空間創出と環境負荷の小さな都心づくり
5) 安全・安心な災害に強い都心づくり

多様な交通手段のサービス水準が向上した移動しやすい都心交通

（都市計画マスタープランの地域別構想－都心編－より）

○来訪者の増加 歩行者の増加
○滞在時間の増加 等

都心交通の基本方針
支援 支援

都心交通の方向性

～回遊したくなる都心の再構築～

○歩行空間の創出
○自転車ネットワークの形成
○都心交通の整流化
○交通情報の提供
○公共空間の利活用 など

回 遊 交通結節点 アクセス

～様々な層の交流を促進する
交通結節点としての都心の実現～

○駅前広場周辺の都市空間の改善
○交通情報の提供
○駐輪場の再整備 など

～誰もが訪れやすい都心の実現～

○将来公共交通ネットワークの形成
○自転車ネットワークの形成
○主要幹線道路ネットワークの形成
○都心交通の整流化 など

都市づくりの基本方向

都市機能の集積 にぎわいの増加
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交通施策の推進第４章

交通施策一覧

交通施策とは、「交通ビジョン」が目指す「５つのくらし」を実現するための取り組みです。このた
め、交通施策を「くらし」のイメージから導き出しました。

重点施策

重点施策は、近年の社会経済状況の変化に対応するため、交通施策の一覧の中で特に重点的に行う
施策を抽出し、複数の施策をパッケージ化し展開していきます。

図4-2 重点的に進める施策の設定

公共
交通

道路

都心
交通

● バス路線の再編 ● 歩行空間の創出

● 交通結節点の配置 ● 自転車通行空間などの創出

● 地域の実情に応じた運行形態の導入 ● JR浜松駅駅前広場周辺の

● 中山間地の生活を支える道路の整備     都市空間の改善

● 公共交通の利用を促進する料金設定 ● 主要幹線道路の整備

● 交通情報の提供 ● 道路沿道環境改善施設の整備

● 天竜浜名湖鉄道の活性化及び再生 ● 持続可能な公共交通の提供

● 渋滞多発ポイントの解消 ● 新東名浜松SIC周辺地域の

● スマートインターチェンジの整備     交通円滑化

● 都心交通の整流化

● 天竜浜名湖鉄道の活性化及び再生 ● 浜松風景街道づくり

● 観光レンタサイクルの拡充 ● 道路の愛護制度による

● 浜名湖水上交通の検討     維持・管理

● 観光バス用駐車場と ● 国際的なサイクリング

    送迎レーンの検討     環境の整備

● 交通安全啓発活動の実施 ● 交通事故多発交差点の改良

● コミュニティゾーン事業の実施 ● 災害に強い道路の構築

● モビリティ・マネジメントの実施
地球環境にやさしい

「くらし」

災害に強く、交通事故
の無い安全・安心な

「くらし」

交流や観光が盛んな
にぎわいある

「くらし」

活発な産業・経済活動
に支えられた豊かな

「くらし」

日ごろの市民生活に
おける移動が手軽な

「くらし」

図4-1 交通施策の一覧

都心居住者が増加

社会経済状況の
変化

人口減少及び高齢化の
急激な進展

バス運転手数の減少

基幹的公共交通沿線への
人口誘導

（中山間地における）
バス路線の撤退

新モビリティ技術の進展

工場の内陸部移転

高い自動車
分担率

JR浜松駅の
利用者数増加

変化への対応 重点施策

重点施策⑤
○歩行空間の創出 ○自転車通行空間などの創出

○JR浜松駅駅前広場周辺の都市空間の改善
○主要幹線道路の整備 ○都心交通の整流化

重点施策④
○モビリティ・マネジメントの実施

○新東名浜松SIC周辺地域の交通円滑化

重点施策③
○交通結節点の配置 ○公共交通の利用を促進する料金設定

○交通情報の提供 ○天竜浜名湖鉄道の活性化及び再生
○持続可能な公共交通の提供

重点施策②
○バス路線の再編 ○地域の実情に応じた運行形態の導入

○公共交通の利用を促進する料金設定
○モビリティ・マネジメントの実施

○持続可能な公共交通の提供

重点施策①
○バス路線の再編 ○主要幹線道路の整備

○渋滞多発ポイントの解消 ○モビリティ・マネジメントの実施
○持続可能な公共交通の提供

歩きやすさ、
移動しやすさの向上・
公共空間を活用した
「まち」のにぎわい創出

過度な自動車利用の
抑制による交通環境の

改善

鉄道と路線バス、
新たな交通モード等を
組み合わせた効率的な
公共交通体系の構築

高齢者をはじめ、
交通弱者の移動を
支える交通手段の確保

基幹・準基幹路線等の
公共交通路線の
見直し・拠点間の
移動の確保
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高齢化の進展や、バス運転手不足により、効率的か
つ効果的に公共交通を維持していくことが必要です。

このため、都心及び拠点へのアクセス性や定時性、
速達性を高め、基幹的公共交通の確保・維持を目指し
ます。

中山間地などで公共交通の撤退が進む中で、より
効率的な公共交通の運用を進め、誰もが利用しやすい
交通手段を確保することが必要です。

このため、基幹路線、準基幹路線ではカバーできな
い地域について、住民ニーズに合わせた運行形態を実
現し、高齢者等の移動手段を確保を目指します。

重点施策③：鉄道と路線バス、新たな交通モード等を組み合わせた効率的な公共交通体系の構築

様々な移動手段を効果的に連携させ、市民の移動を
支えていくことが必要です。

このため、乗り換え・乗り継ぎしやすい交通結節点
を整備・強化し、交通モード間の連携強化を目指しま
す。

ミニバスターミナル
整備

総合ターミナル整備

乗り継ぎターミナル
整備（中山間地）

駅アクセス道路の整
備・バリアフリー化
の推進

新幹線
基幹路線（鉄道）
準基幹路線（鉄道）
基幹路線（バス）
準基幹路線（バス）

総合ターミナル
乗り継ぎターミナル
ミニバスターミナル

鉄道結節駅の
利便性向上
利便性の高い
列車運行サー
ビスの提供

交通手段を組み合わせて使おう！

企業に対する公共交通の
利用促進

児童、生徒に対する
公共交通の教育を実施
体験イベントの実施

準基幹路線の形成

基幹路線の形成

新幹線
基幹路線（鉄道）
準基幹路線（鉄道）
基幹路線（バス）
準基幹路線（バス）
環状路線（構想路線）

環状路線の形成

交差点改良、
信号現示最適化、
バス優先交差点
の整備

＜その他の施策＞
都市計画道路などの整備
基幹路線の速達性、定時性
を高める
新しい技術の活用に
向けた取組み

公共交通のPR
路線維持のPR
転入者に対する公共
交通の利用促進

地区内交通の形成

地域バスの運行検討・実施

ICTを活用したデマン
ド型の地区内交通を
運行しているエリア
（引佐地域）

新たな運行形態の検討

免許返納者等の割引企画、提案

＜その他の施策＞
高齢者へのバスの乗り方教室
などの実施
新しい技術の活用に向けた
取組み

乗り継ぎターミナル
整備（市街地・市街
地外）

乗継割引の導入
ICカード共通化の推進
ICカードによるサービスの拡充
新決済システム導入の推進
新しい技術の活用に向けた取組み

＜その他の施策＞
Ｃ＆Ｒ駐輪場の整備
Ｐ＆Ｒ駐車場の整備、送迎スペース
の整備

リアルタイム
交通情報の提供
バス情報のオー
プンデータ化の
推進
シームレスな目
的地検索の推進

拠点間を快適に移動しよう！

どこに行くにも
公共交通を使おう！

重点施策②：高齢者をはじめ、交通弱者の移動を支える交通手段の確保

重点施策①：基幹・準基幹路線等の公共交通路線の見直し・拠点間の移動の確保



重点施策④：過度な自動車利用の抑制による交通環境の改善

東北地方太平洋沖地震の発生や新東名高速道路の
開通を受け工場の内陸移転が進んだことから、周辺
道路の自動車交通集中を緩和する必要があります。

このため、ハード、ソフト両面からの対策により
新東名浜松SAスマートIC周辺地域（都田・三方原
地区周辺）の交通状況改善を目指します。

市内外の人々が集まる浜松駅周辺から都心全体への
回遊を促しにぎわい向上につなげることが必要です。

このため、都心内の通過交通の抑制や、歩行空間の
連続性の確保、快適性向上や官民連携による公共空間
利活用等により、都心内のにぎわいの向上を目指しま
す。

アクションプログラムの見直し

総合交通計画は、交通ビジョンが目指す5つの
「くらし」の実現に向けて、市民や企業等と浜松市
が協働し、交通に関する様々な施策を進めます。

計画が予定通り進んでいるか、期待していた効果
が得られているかについて、市民・交通事業者・関
係機関・浜松市で組織する浜松21世紀都市交通会
議において評価し、必要に応じて計画を見直します。

この計画策定、施策展開、見直しをPDCAサイク
ルにより進めます。

浜松２１世紀都市交通会議

【役 割】 交通政策を総合的に進めるための協議
【会 員】 学識経験者 市民 産業・経済・観光

交通事業者 国土交通省 交通管理者
浜松市

14図4-3 取り組みの進め方（PDCAサイクル）

自動車利用を減らそう！

まちに出て歩いてみよう！

鍛冶町通り歩行
空間快適性の向上

憩いの空間の創出
（新川モール利活用

推進事業）

交差点の平面横断化

自転車通行空間の
整備（オレンジ色
の路線）

自転車駐車場
の整備

（桃色線内が
重点箇所）

憩いの空間の創出
（まちなか公共空間

利活用 水色の範囲
が対象）

＜その他の施策＞
歩行空間のユニバー
サルデザイン化
都市計画道路などの
整備

都心通過交通の迂回
誘導
北口広場の機能改善
南口広場の機能改善

都心エリア
交通バリアフリー重点整備地区
まちなか公共空間利活用の対象区域
駐輪場整備の重点箇所
憩い空間の創出
都心環状線（破線は未整備）
自転車通行区間の整備区間（予定含む）

都田
テクノポリス

都田地区
工業用地

企業立地
誘導地区

きらりタウン浜北
企業立地
誘導地区

遠州鉄道
浜北駅

三方原
スマートIC

新東名高速道路

交通ネットワーク検証エリア

基幹路線
準基幹路線

〈公共交通ネットワーク〉

道路整備（実施中）
交差点改良（実施済み）
交差点改良（実施予定）
交通安全対策実施箇所
（実施済み）

〈実施済み、実施中のハード整備〉
R2.3.31現在

0 1 2 3 4km

既存路線バスの見直しや新規路
線バスの導入検討

企業へのエコ通勤の
働きかけ

道路改良等のハード整備

公共交通のPR
路線維持のPR

重点施策⑤：歩きやすさ、移動しやすさの向上・公共空間を活用した「まち」のにぎわい創出



将来の技術発展を想定した公共交通の未来像おわりに

近年、公共交通を取り巻く環境は大きく変化しており、更なる技術革新が想定されます。
技術発展、社会実装の動向に注視しながら、新たな技術によって利便性を高め、市民生活を豊かに

する魅力的な公共交通サービスを目指していきます。

2020 改定版 概要版（案）
2010 － 2030

浜松市総合交通計画

（発 行）２０２１（令和３）年●月
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図 公共交通の未来像


